
  

   
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

令和８年度 ５月号 

１校時( 8:45～ 9:30)  

参観 

２校時( 9:35～10:20) 

  参観 

３校時(10:40～11:25) 

  参観 

４校時(11:30～12:15) 

引渡し訓練 

携帯電話・スマートフォンの持ち込みについて 

本校では携帯電話やスマートフォンは原則持ち込み禁止としております。ただし、保護者の方のお申し出に

より児童の登下校の安全上等の理由でのみ、携帯電話やスマートフォンの持ち込みを許可しています。安全上

やむを得ない理由のある方は、必ず申請書に必要事項をご記入の上、担任まで提出してください。 

申請書を提出される際には、持ち込みのルールをお子さんと確認し、ご家庭で必ずご指導ください。 

 

土曜参観について 

５月３０日（土）に土曜参観を実施します。１～３校時を参観していただき、 

４校時は緊急時児童引渡し訓練を行います。 

たくさんの保護者の方に、頑張る子どもたちの様子を見ていただきたい 

と思います。ぜひご参観ください。 引渡し訓練へのご協力もよろしくお願い 

いたします。 

なお、６月１日（月）は代休日でお休みです。 

 

新緑が目に鮮やかな季節となりました。子どもたちは爽やかな風を感じながら、毎日元気に学校生活を送っ

ています。1年生も少しずつ学校生活に慣れてきたようで、どの教室からも楽しそうな雰囲気や真剣な様子が

伝わってきます。 

さて、５月３日は「憲法記念日」です。京都市では、５月を「憲法月間」とし、様 な々取組が行われます。神川小

学校では、４月３０日に行った朝会での校長先生のお話をもとに、各学級で基本的人権について考えました。

憲法は、国の基本となるきまりのことで、日本国憲法では、「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」とい

う３つの項目が基本原則として定められています。人は誰もが法の下に平等であり、大切にされる権利をもっ

ている、いじめは絶対に許されないという人権尊重の考えを、子どもたちにもしっかりと根付かせていきたいと

考えています。自分も人も大切にする優しい子どもの心をこれからも育んでいきたいです。 

この機会にご家庭でも、「相手を大切にすること」についてお話していただければと思います。 

 



 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                     令和８年度より銀行振替日は毎月１回となります。 


